
・
親の認知症によるお困りごと、トップ3！認知症になる前に対策してください。親の認知症によるお困りごと、トップ3！認知症になる前に対策してください。

実家が空き家に？！
実家が売却できなくて

大変！

その

二
その

二親の預金口座から
お金が引き出せ
なくなって大変！

その
一
その
一 成年後見人がつくことに!?

裁判所から監督される
ことになってしまった

その

三
その

三

【1回目】10：00～11：00
【2回目】14：00～15：00

※1回目と2回目は
　同じ内容です

イオン八事店 4階 イベントコーナー

※人数に限りが御座いますので、ご了承下さい

11：00～18：00【セミナーの時間（14：00～15：00）を除きます】

466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町石坂２-１

※当日は混雑が予想されます。事前予約された方にはお席を確保させていただきます。先着20名様限定！

予約特典
あり

セ
ミ
ナ
ー
詳
細

電話受付（司法書士法人ファミリア）次回以降の受付もできます！
インターネットからの
お申込みはこちら

の基本
セミナー

参
加
無
料

認知症
になってからでは

遅い！

相続家族信託・
認知症による資産凍結トラブルをご存じですか？認知症による資産凍結トラブルをご存じですか？

時 間

会 場

日 時

事前予約
特典 個別相談会無

料

司法書士によるその場で！

家族信託・相続

地
下
鉄
名
城
線

地下鉄鶴舞線

八
事
駅

中京大学

飯田街道

地
下
鉄
名
城
線

地下鉄鶴舞線

八
事
駅

中京大学

飯田街道

洋服の青山
三菱UFJ銀行

イオン
八事店

八事

220

153

●2番出口

3番出口●

「八事駅」3番出口より徒歩1分

令和2年 2月1日【土】

申込み
方法

予約受付／9：00～18：00（平日） ※席には限りがございますので、事前予約をお願いします！

2ヶ月連続開催決定！ 2月 ： 家族で一緒に学べる家族信託・相続
3月 ： 知って安心相続・生前対策

0120-138-793

最近注目の相続対策として
テレビでも紹介された家族信託

3月10日【火】開催3月

テーマ



当日は家族信託・相続の相談実績豊富な専門家が皆様のお悩みにお答えします当日は家族信託・相続の相談実績豊富な専門家が皆様のお悩みにお答えします

司法書士による家族信託・相続

※セミナー会場と異なりますのでご注意下さい

主催事務所
紹介

□贈与税がかからない範囲で生前贈与しておきたい
□相続税を減らすために生前贈与をしたい

生前贈与生前贈与

生前贈与を賢く使って、節税対策を！

□認知症になったら自宅を売却して施設入居したい
□子供に不動産の管理、処分を任せたい
□相続トラブルを未然に防ぎたい

家族信託・認知症対策家族信託・認知症対策

家族信託で対策をしておけば相続トラブルを防げます

□財産を託したい叉は託したくない家族がいる
□トラブル防止に遺言を書きたい
□大切な家族に最後の想いを遺しておきたい

遺言の作成遺言の作成

正しい遺言を残すことで財産や家族を守れます

□不動産や預貯金の名義を変えたい
□名義変更に必要な手続きの流れを知りたい

不動産・預貯金の名義変更不動産・預貯金の名義変更

順序よく手続きを進めれば費用が節約できます!

こんなお困りごとありませんか？

無料個別
相談会

〒460-003 名古屋市中区錦１丁目３番１８号
エターナル北山ビル７F

司法書士法人ファミリア
【本社・名古屋事務所】会
場

7日間開催
事前予約制

日
時

イオン八事店　2月1日（土）、3月10日（火）セミナー開催

0120-138-793
お問い合わせ番号

名古屋事務所
東京事務所

名古屋市中区錦一丁目3番18号 エターナル北山ビル ７Ｆ

東京都渋谷区恵比寿南二丁目9番4号 安島ビルⅡ 3F

9時～18時（平日）

相続・遺言などのご相談は早めの対応が必要です。
お客様の色々なお悩みを解決するお手伝いをした
いと思っていますので、私たちにお任せください。

（愛知県司法書士会所属 第1685号）

司法書士・家族信託専門士・相続鑑定士

國枝 哲哉

家族信託の累計相談件数500件以上
セミナー開催100回以上

当事務所は、家族信託の専門事務所です。これまでに100件以上の家族
信託に関するご相談をいただいており、豊富な経験と実績でお客様に合
わせたご提案をさせていただいております。
今話題の家族信託に取り組まれている士業事務所はまだまだ少ないの
で、ご興味のある方はぜひ当事務所へご相談ください。

0120-138-793
予約受付

家族信託必要度チェック
こんな人は
家族信託が
オススメ！

□財産の所有者が認知症になるのが心配
□財産のほとんどが不動産である
□共有名義の不動産を所有している

□老後の財産管理は家族に任せたい
□相続の件で、家族にもめてほしくない
□親子で離れて暮らしている

一つでもチェックがついた方は、
家族信託の検討をオススメします！

2月3日～2月9日
9：00～18：00

月 日

インターネットからの
お申込みはこちら


